
伊勢原市既存住宅用太陽光発電設備等導入補助金交付要綱 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、伊勢原市内の既存住宅における太陽光発電設備等の導入

を促進し、温室効果ガス排出量の削減を図るため、予算の範囲内において、

導入費用の一部を補助することについて、伊勢原市補助金等の交付規則（昭

和５５年伊勢原市規則第１９号。以下「規則」という。）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該次

の各号に定めるところによる。 

(1) 既存住宅 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第 

８１号）第２条第２項に定める住宅以外の住宅をいう。 

(2) 集合住宅 共同住宅、長屋、寮その他これらに類するものをいう。 

(3) 太陽光発電設備 住宅の屋根等に設置する太陽電池モジュール及びパワ

ーコンディショナ等により構成され、住宅で発電した電力を当該住宅で消

費（自家消費）又は系統連系する設備をいう。 

(4) パワーコンディショナ容量 パワーコンディショナの定格出力（ｋＷ）

をいう。 

(5) 蓄電池 太陽光発電設備と同時に導入する定置用蓄電池システムをい

う。 

(6) 太陽光発電設備等 太陽光発電設備及び蓄電池をいう。 

(7) リース等 リース契約又はＰＰＡ（電力購入契約）その他導入者（住宅

所有者等）が初期費用を負担せず、月額等の支払により太陽光発電設備又

は蓄電池を利用する形態をいう。 

(8) 設置事業者等 リース等により太陽光発電設備及び蓄電池を設置し、又

は設置プランを提供する事業者であって、神奈川県が運営するかながわソ

ーラーバンクシステムに登録をしているものをいう。 

（補助対象住宅）  

第３条 補助の対象とする住宅（以下「補助対象住宅」という。）は、市内に

所在する既存住宅（集合住宅を除く。）とする。 

（補助対象者） 

第４条 補助の対象とする者は、次に掲げる者とする。 

(1) 購入（自己所有）のより太陽光発電設備等を導入する場合 当該住宅の

所有者又は居住者（所有者の同意を得た者） 

(2) リース等により太陽光発電設備等を導入する場合 次条第３号に規定す

るの還元の要件を満たす設置事業者等 



（補助対象事業） 

第５条 補助の対象とする事業（以下「補助対象事業」とする。）は、次の各

号のいずれにも該当するものとする。 

(1) 補助対象住宅に、太陽光発電設備を新たに設置すること。 

(2) 導入する設備が未使用品であること。 

(3) リース等により太陽光発電設備等を導入する場合は、補助金が導入者

（住宅所有者等）の負担軽減に確実に還元されること。 

(4) 第８条に規定する交付決定後に着手したものであること。 

(5) リース等により太陽光発電設備等を導入する場合は、当該設備を設置す

る設置事業者等が、かながわソーラーバンクシステムに登録しているこ

と。 

(6) 実施する日の属する年度の３月１５日までに補助対象事業は、補助対象

設備の設置、代金の支払及び領収書の受領が完了すること。ただし、３月

１５日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日（以下これらを「休日等」という。）に当たる

場合は、その日後においてその日に最も近い休日等でない日までとする。 

（補助金額） 

第６条 補助金額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を

もとに算出した額の合計額とする。 

(1) 太陽光発電設備の導入 容量１ｋＷ当たり３０，０００円とし、容量は

太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値(ｋＷ)とパワーコンディショ

ナ容量(ｋＷ)のいずれか低い値とし、補助金額の上限は１５０，０００円

とする。 

(2) 蓄電池の同時導入 一律５０，０００円（太陽光発電設備と同一申請で

導入する場合に限る。）とする。 

２ 補助金額に千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。 

３ 補助金額は補助対象事業に係る経費を超えないものとする。 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、設

置工事の着手前に、伊勢原市既存住宅用太陽光発電設備等導入補助金交付申

請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければなら

ない。 

 (1) 申請者の本人確認書類の写し（購入の場合） 

 (2) 補助対象事業に係る見積書 

(3) 設備の型式・容量が分かる書類 

(4) 設置場所の現況写真 



(5) 補助対象住宅の登記事項証明書の写し 

 (6) 設置事業者等と契約を締結する者の同意書（第２号様式）（リース等の

場合） 

（7）補助金適用前の料金が分かる書類（リースの場合） 

(8) その他市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第８条 市長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、補助金の交付

の可否を決定したときは、伊勢原市既存住宅用太陽光発電設備等導入補助金

交付（不交付）決定通知書（第３号様式）により通知するものとする。 

（変更・中止） 

第９条 前条の規定による交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」とい 

う。)が補助金の交付申請額を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止

しようとするときは、あらかじめ伊勢原市既存住宅用太陽光発電設備等導入

補助金変更（中止）承認申請書（第４号様式）を提出し、市長の承認を受け

なければならない。 

２ 市長は、前項の規定により申請があったときは、伊勢原市既存住宅用太陽

光発電設備等導入補助金変更（中止・廃止）承認通知書（第５号様式）によ

り交付決定者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第１０条 交付決定者は、補助対象事業の完了の日から１４日以内に伊勢原市

既存住宅用太陽光発電設備等導入補助金実績報告書（第６号様式）に、次に

掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 補助対象設備に係る工事請負契約書の写し（購入の場合） 

(2) リース等契約書の写し（リース等の場合） 

(3) 補助対象事業に係る支払を証する書類 

(4) 設置状況が分かる写真 

(5) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１１条 市長は、前条の規定による実績報告が行われ、規則第１５条の規定

により補助金の額の確定を行った結果、第８条の交付決定の額（第９条の変

更交付決定を行った場合は、その額）と確定額が相違する場合は、伊勢原市

既存住宅用太陽光発電設備等導入補助金確定通知書（第７号様式）により通

知するものとする。ただし、当該確定額は、第８条又は第９条の規定により

通知した交付決定額を超えることはできないものとする。 

（補助金の交付） 

第１２条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、伊勢原市既



存住宅用太陽光発電設備等導入補助金請求書（第８号様式）に伊勢原市既存

住宅用太陽光発電設備等導入補助金交付（不交付）決定通知書、伊勢原市既

存住宅用太陽光発電設備等導入補助金変更（中止・廃止）通知書又は伊勢原

市既存住宅用太陽光発電設備等導入補助金補助金確定通知書の写しを添え

て、市長に提出しなければならない。 

（財産処分の制限・調査協力） 

第１３条 規則第２０条ただし書により市長が定める期間は、１０年とする。 

２ 市長は、必要に応じて設備の使用状況等の調査を求めることができる。 

（補助金の返還） 

第１４条 市長は、虚偽その他不正があると認めるときは、交付決定の取消し

又は補助金の返還を命ずることができる。 

附 則 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 


